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 契約変更後の工事概要 

     

１０ｍ（１灯） Ｎ＝１１ ８ｍ Ｎ＝１６ 

１０ｍ（２灯） Ｎ＝１  ６ｍ Ｎ＝１０ 

５ｍ      Ｎ＝１ 

 

設計変更の理由 

 

（１） 試掘の結果、流用できない基礎があったため、基礎工が増工となる。 

（２） 試掘作業および山陽電鉄との近接協議により交通誘導警備員と列車見張員 

に増減が生じる。 

（３） 警察協議により多目的柱が減工となる。 

（４） その他、現地精査の結果により数量に増減が生じた。 

 

 


